
学校の決まり・約束事 

 

学校生活のきまりについては、 

①学校は学びの場であること 

②他者の学習活動の妨げにならないこと 

③自他の健康・安心・安全に留意すること 

④自他の権利を尊重すること 

⑤公共のマナーを大切にすることを配慮すること   以上５点を前提としている 

 

（１）服装・頭髪等について 

基本の 

服装 

・指定の制服、ワイシャツ、ネクタイを着用する。校内では名札を付ける。制服のスカートの 

長さは膝が隠れる程度（皿の下のくぼみ）とする。制服のブレザーのボタンは留める。 

暑い日 

の服装 

・ブレザーは着なくてもよい。ブレザーを着用しない場合には、半そで、または長そでのワイ 

シャツとする。また、ネクタイは着用しなくてもよい。校内では名札を付ける。 

・暑い日の登下校は、帽子やクールリングはＯＫ。帽子は高価でないものにする。ハンディフ

ァンは不可。日傘は使ってもよい。 

・汗ふきシートは無香料の物に限定し、個別に出たごみは持ち帰り。 

・日焼け止めは使用可だが、使う場所を考える。 

儀式的 

行事 

・始業式、入学式、終業式、修了式は、集団での統一感を図るため、制服（ブレザー着用）と 

し、肌の露出を少なくする。セーターは着ない。 

※1 学期終業式・２学期始業式は暑さ対策でブレザーを着用しなくてもよい。 

・靴下は、スカートはハイソックスで、スラックスは肌の見えない長さで、色は黒・紺とする。 

靴・ 

靴下 

・靴は、運動に適した靴とする。ただし、高価なものは避けるようにする。 

・上履きは学年色または白とする。上履きは校内の清掃に配慮し、下足入れの上段に置く。 

・体育館履きは、指定のものとする。 朝会・集会時の体育館利用は上履き可。 

・靴下については、特に決まりはない。スカート着用時のニーハイソックスは不可（スカート 

を短くすること防止のため。） 

防寒着 ・コート・ウィンドブレーカーはブレザー・ジャージの上に着るものとする。また、防寒目的

なので、チャックはしっかり閉める。部活を除き、下は着ない。 

・コートは単色で無地のものとする。 

・セーター、ベスト、カーディガン等は、単色で無地のものとし、制服やジャージの中に着る

ものとする。その際、安全性を考慮し、上着から袖や裾が出ないように着用すること。 

・タイツ類（ヒートテック含）は可。着用については制服時とし、スカート等の下から見える

ものは黒系統とする。半そで、短パン時には見えないようにするか、脱ぐようにする。また

ハイネックは不可。 

・授業中にひざ掛けは使用可。登下校時にマフラー、ネックウォーマー、ニット帽は身に着け 

てもよい。ニット帽は安全面から耳が出るようにする。いずれも時と場所を考えて使用する。 

・耳当ては交通安全の観点から不可。 

頭髪等 ・頭髪については、冠婚葬祭や受験（受検）に通用する髪型、（入学式や入社式等に出席する際 

と同程度）とする。パーマ・染色・脱色などの加工や整髪料を使用することは禁止。 

・髪が肩にかかる長さを超えている場合、実技授業を中心とした学校生活の妨げになる可能性

があるため、黒または紺系統のゴムで結ぶこととする。 

・目にかかる前髪は視力低下につながるので、ピンなどで留め、視界を確保する。 

・化粧、まゆ毛の加工やアイプチ等は頭髪と同様、禁止。 

バッグ等 ・バッグは特に決まりはないが、リュックで手が空くものを推奨している。 



・落書きはせず、キーホルダー又はお守りは１個までとする（自分の物がわかるように意図）。

（缶バッチや名札など、直接安全ピン等で取り付けるものは安全面を考慮し不可。） 

その他 ・水筒は年間通じて持ってきてもよい。中身は水、お茶類、スポーツドリンクとする。 

（２）学校生活について 

登校 ・登校時は制服とする。ただし、自転車通学生は雨天時に限り、雨具の中はジャージで可とす

る。ただし、制服は袋に入れ、持参する。（校内での服装は制服または指定の体育着、ジャー

ジとする。着方については、上下ともジャージはジャージ、制服は制服で統一する。） 

朝練習 ・新人戦、学校総合体育大会、全国大会につながる大会については、大会当日の２週間前より

朝練習の活動を可とする。制服で登校する。 

・朝練は７：３０～８：１５とする。７：２０以前に登校はしない。着替え、片付けを含めた

時間とし校門付近では着替えない。弁当持参の日は、朝練習はなし。 

朝読書・ 

朝の会 

・８：３０に着席している状態で出欠席、遅刻を確認する。 

８：３０～８：４０朝読書（水曜除く） ８：４０～８：４５朝の会（水曜８：３０～） 

・遅刻の基準→「８：３０チャイムが鳴り始めまでに着席しているか」。 

・各自静かに読書する。文章を読む。教科書等・雑誌・新聞は禁止。テスト期間のみ自習も可。 

・登校～朝の会は原則制服とする。朝の会以降の生活は、体育着、ジャージ可。 

・提出物は、朝のうちに提出。特に集金などは手渡しする。 

朝会 ・学年委員の指示のもとに、開始時刻（８：３０）までに体育館に整列し、座る。 

※入場時：先頭→生活委員、最後尾→学年委員を配置する。（教室前） 

※整列時：先頭→学年委員、最後尾→生活委員を配置する。 

・遅刻者・けが人・制服を着ていない生徒は列に入れず、体育館後方に座らせる。 

後ろの壁の方には行かせない。 

授業 ・２分前着席を厳守する。 

・わからないことはどんどん質問する。失敗を恐れないチャレンジ精神が自分自身の成長につ 

ながります。 

・何事にも進んで授業に参加する。 

・終業のチャイムが鳴るまでは教室から出ない。 

・移動教室時、教室へ忘れ物などを取りにいかない。 

・教室での授業時、ロッカーへ物を取りにいくときは先生に許可を得る。 

・次の授業の準備をしてから休み時間を過ごす。 

・教材教具の貸し借りは、原則禁止→トラブルの元となるため。 

・教科係は、次回の教科連絡をしておく。 

休み時間 ・他の教室への出入り禁止。（教室の入り口付近にたまらない。） 

・教科連絡等で他学年の先生方へ用がある人を除き、他の階へは行かない。 

・教室内、廊下、階段等公共の通路には座り込まない。 

・ものの貸し借りはしない。 

・保健室へ行くときは、保健委員が付き添い、次の授業の教員に不在の生徒を報告する。 

・タブレットを使用する場合は、担任の先生に確認する。許可があれば使用してもよい。 

給食 ・当番は白衣を着用して準備をする。食事時間確保のため迅速に行い、４時間目終了チャイム

以降から準備完了までは必要な会話以外は慎む。 

<５０分日課>１２：５０当番以外着席 １３：００いただきます １３：１５片づけ  

１３：２０当番片づけ １３：２５ごちそうさま 

<４５分日課>１２：３５当番以外着席 １２：４５いただきます １２：５５片づけ 

 １３：０５当番片づけ １３：１０ごちそうさま 

・おかわり時以外で配膳終了から片付けまでの間は教室から出ない。 

・給食の時間は、タブレットを充電しておく。 



昼休み ・予鈴（１：４０）が鳴ったら速やかに教室に入る。 ※トイレ・手洗いも含む。 

清掃 ・班長の指示のもとに開始し、終了は監督の先生の許可を受ける。服装は体育着、ジャージと

し、制服不可。反省会終了後は、速やかに帰りの学活の準備を行う。 

・ぞうきんを必ず持参（トイレ掃除以外）し、放送があるまで清掃を行う。 

帰りの会 ・制服で下校の日（テスト前など）は、全員が制服に着替えたら帰りの会を始める。 

・配布物がある場合もあるので、忘れずに家の人に渡す。 

・部活動の格好に着替えるのは帰りの会の終了後。８：３０～帰りの会終了後までは、部活の 

ものは着用しない。 

・帰るときは、机の中や自分のまわりを整理整頓して、きれいにしてから帰ること。 

放課後 ・部活動がある場合は、活動場所に荷物を持っていく。認められた活動をする者以外は速やか

に下校する。 

・総下校１５分前には活動を終了し、総下校時刻までに必ず下校ラインをこえ、速やかに正門

を通過する。 

下校 ・下校時は、寄り道や買い食いなどをせず速やかに下校する。下校時は原則、制服着用。 

ジャージでの活動、部活動がある日、またはジャージ下校の許可がおりた時は、制服、 

ジャージ、部活動時に着用していたものの、いずれで下校してもかまわない。 

委員会活動は原則制服とする。（委員会で許可が出ている日はジャージ活動可） 

再登校 ・原則はしない。する場合には、事前に電話する。安全のため、できれば保護者と一緒に来る。

再登校するときは、制服かジャージで来る。自転車登校許可者以外は徒歩で来る。 

給食が 

ない日の 

部活動 

・原則として弁当を持参する。買いに行くことは禁止。弁当持参時は朝の活動は行わない。 

弁当を忘れた場合は、顧問の許可を得て家に食べに帰ってもよい。活動開始時刻が遅いとき

は、家に食べに帰ってもよい。弁当は各部で割り振られた場所で食べる。 

・飲み物は水筒（スポーツ飲料・茶類）に入れてくる。（ふだんの日でも水筒は可） 

定期 

試験等 

・制服で受ける。試験（普段の授業も含め）は、時間いっぱい取り組む。 

・定期試験の日は清掃なし。テストを受けるときは出席番号順の座席とする。 

その他 ・持ち物には必ず名前を書く。また、学習に関係のないものは持ってこない。授業等で指示さ

れた場合を除き、カッターナイフ等の刃物（はさみを除く）の持ち込みは禁止とする。 

・遅刻した場合は、職員室に報告をしてから教室に行く。 

自転車 

登校 

・自転車通学する生徒は、事前に許可願いを提出し、自転車の点検を受けて通学する。 

・登下校時、役場前のローソンから学校までは降りて、押して歩いて来る。 

・ヘルメットは必ずする。 

 


